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令和４年度第６回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和４年６月１３日 

                    担当部・課：教育委員会教育総務課〔内線５０１４〕 

① 件  名 

  石巻市立石巻中学校の位置の変更について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

   石巻中学校校舎は、昭和４５年に建設され、建設後５０年以上が経過しており、老朽化が著

しく、応急的な修繕やメンテナンスによる維持管理が困難な状況になっていることから、今後

３０年以上使用することを前提に長寿命化工事を行う予定としている。併せて、屋内運動場の

長寿命化工事も行う予定としている。 

【目的】 

   長寿命化工事は、工事期間が令和５年度末までの見込みであり、その間は、隣接する旧門脇

中学校を仮校舎として使用するため、石巻中学校の位置を変更するもの。 

 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

  石巻市学校設置条例（平成１７年石巻市条例第９０号） 

  石巻市教育委員会の組織等に関する規則（平成１７年石巻市教育委員会規則第４号） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕】  

  第５章 豊かな心を育み いのちを未来につなぐまち 

   第１節 安全に安心して学ぶための教育環境整備の推進 

 

〔個別計画との整合性〕 

  石巻市公共施設等総合管理計画 

石巻市学校施設保全計画 

 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

  令和３年３月 石巻市学校施設保全計画策定 

 

 

⑤ 主な内容 

  長寿命化に係る工事期間中、旧門脇中学校校舎、屋内運動場等を使用することから、この間、石

巻中学校の位置を変更するもの。 

  現在の位置  石巻市泉町四丁目７番１５号 

  変更後の位置 石巻市泉町四丁目７番１２号 

 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

  工事期間中における石巻中学校の位置を広く周知することができる。 

 

 

 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 
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⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 令和４年６月  市議会第２回定例会に石巻市立学校設置条例の一部改正について提案 

（公布の日から施行） 

  教育委員会第６回定例会に石巻市教育委員会の組織等に関する規則の一部改正

について提案 

 令和４年８月  仮校舎等として旧門脇中学校を使用開始 

 令和６年３月  長寿命化工事完了 

 令和６年４月  石巻中学校供用開始 

⑨ その他 

 

 

 

 


